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年金数理（問題）

この年金数理の問題において特に説明がない限り、以下のとおりとする。

・　「被保険者」とは、在職中の者をいう。

・　r受給権者」とは、年金受給中の者および受給待期中の者をいう。

・　r加入年齢方式」とは、r特定年齢方式」の一ことをいう。

・　「責任準備金」とは、給付現価から標準保険料収入現価を控除した額をいう。

・　「Trowbridgeモデルの年金制度」とは、定年退職者のみに対し、定年退職時より単位年金額の終身

　年金を年1回期初に支払う年金制度をいい、保険料の払い込みは年1回期切払いとする。

問題1．次の（1）～（14）について、谷間の指示に従い、解答用紙の所定の欄にマ∵クしなさい。（70点）

（1）Zエが以下の時、　を求め、選択肢の中から正しいものを1つ選びなさい。
　　　　　　　　　e20

　　（小数点以下を四捨五入）

　　　　　12
　　　　　－x　＿15x＋265
　　　　　4

7工＝　　　　　　　　40

　　　　　　　120＿2x

　　　　　　　　　O

（xく30）

（30≦xく40）

（40≦xく60）

（60≦・）

（A）　20　　　　　（B）　21

（F）　25　　　　　（G）　26

（C）　22　　　　　（D）　23

（ト1）27　　　（1）28

（E）24

（J）29

（2）γ歳から糾n歳までの生命表において、年金制度の予定利率をfとするとき、以下の算式が常に

　成立しているものとする。（ただし、nは正の整数）

　　・一（・一C）（1・け

〃。昌 （ただし、fはC≦〃の。以上の整数）

このとき、以下の算式を満たす〃の値として最も適切なものを次の選択肢の中から1つ選びなさい。

（D～一46
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（A）　7　　　（B）　9

（F）　17　　　（G）　19

（C）　11　　　　（D）　13

（H）　21　　　　　　（I）　23

（ε）　15

（J）　いずれにも該当しない

（3）60歳支給開始、年4回期末払いで、かつ死亡した場合には死亡した日の属する月まで給付が行

　なわれる終身年金がある。この年金について、60歳時点の年金原資を変えずに、15年保証期間付

　終身年金に変更することとしたい。保証期間中の年金額を変更しなかった場合、保証期間終了後の

　年金額は保証期間中の年金額の何％となるか。最も近いものを選択肢の中から1つ選びなさい。な

　お、変更後の年金は60歳支給開始、年4回期末払いで、保証期間中は生死に関わらず給付し、保証

　期間経過後は死亡した日の属する月まで給付を行なうものとする。計算にあたっては、以下の数値

　を使用すること。

　・予定利率：3．0％

・δ＿　：12．29607
　151

　王
’γ4　：0．99264

’D。。：3，469

’D。。：1，914

’M。。：60，494

’M。。：1，732

’M。。：19，741

’M。。・1，359

（A）77．0％　　（B）79．0％　　（C）81．0％　　（D）83．0％　　（E）85．O％

（F）87．0％　　（G）89．0％　　（H）91．0％　　（1）93．0％　　（J）95．0％

（4）　（x）、（y）および（z）の3人に対し、3人とも生存する問は毎年度末に5，000円を、1人が死亡

　し2人が生存している間は毎年度末に4，ooo円を、2人が死亡し1人が生存している間は毎年度末

　に3，ooo円を最終生存者の死亡まで給付する年金の現価を

匝］・α桝・回・（α、・・”・α”）・国コ・（・工・α、・・、）と書き表すとき・α②・③の

値として最も適切なものを以下の選択肢の中からそれぞれ1つずつ選びなさい。

なお、解答にあたり同じ記号を重複して選んでも良い。
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（A）　1，000　　　（B）　2，000

（F）　一I，000　　　（G）　一2，000

（C）　3，000　　　　（D）

（H）一3，000　（1）

4，000　　　　（E）　5，000

－4，000　　　　（J）　　一5，000

（5）Trowbridgeモデルの年金制度において、各種財政方式の定常状態における保険料（C）と給付

　現価の関係を表す式として正しいものはいくつあるか。選択肢の中から正しいものを1つ選びなさ

　い。

　なお、記号の意味は次のとおりである。

　∫ρ：年金受給権者の給付現価

　鴫：在職中の被保険者の将来の加入期間に対応する給付現価

　∫呈∫：在職中の被保険者の過去の加入期間に対応する給付現価

　∫∫：将来加入が見込まれる被保険者の給付現価

　∫：全体の給付現価（∫畠∫ρ十∫島十路十∫∫）

　　　　　　　　　　1
　f：予定利率、y＝＿、a＝1＿ソ
　　　　　　　　　　1＋ゴ

　また、保険料（C）の左肩添字は財政方式を表し、P：賦課方式、r　退職時年金現価積皿方式、

　σ：単位積皿方式、〃　加入時積皿方式を表すものとする。

　　　　pC
①　∫昌一
　　　　6

　　　　ゾ「C②　∫∫＝

③∫島一

④∫島一

⑤　∫㌧

6

σC＿ゾT　C

　　6

y・ルC＿ソ・σC

　　　a

pC＿γ・伽C

a

（A）0個　（B）1個　（C）2個 （D）3個　（E）4個 （F）5個
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（6）以下の年金制度における単位積立方式による責任準備金に最も近いものを選択肢の中から1っ選びなさ

　　い。

○給付内容：定年退職による脱退のみ給付

　　　　　脱退時加入期間10年未満：一時金給付（即時支給）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一時金額＝加入期間1年につき！0万円

　　　　　脱退時加入期間10年以上：年金給付（即時支給開始ユO年確定年金（年1直期切払い））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　年金額＝加入期間1年につき2万円

○定年年齢：60歳（満60歳到達時に脱退）

○計算基準目時点計算対象者（3人）

被保険者NO 計算基準目時点年齢 計算基準日時点加入期間

！ 55歳0月 7年O月
2 57歳0月 6年O月
3 59歳0月 14年0月

年金受給権者はいないものとする。

○現価率など

年齢 D　工

55 7，613

56 7，243

57 6，892

58 6，557

59 6，239

60 5，936

伽＝8・97087

（A）300万円

（F）450万円

（B）　330万円

（G）　480万円

（C）　360万円　　（D）

（H）　510万円　　（1）

390万円

540万円

（E）　420万円

（J）　570万円
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（7）初期過去勤務債務額の償却のため、年1回期切払いで1O年元利均等償却とした額を特別保険料

　として毎年拠出している年金制度がある。ところが、第5年度期末に初期過去勤務債務額の兀％に

　相当する額の差損が発生した。このため、第6年度期初より次のA＋Bに相当する特別保険料に変

　更することとしたが、この場合、償却が完了するまでに第6年度期初より7年間かかることとなっ

　た。

　このときの兀を求めなさい。ただし、予定利率は3．5％とし、他年度において差損益は発生しないも

　の一とする。なお、xは％単位で小数点以下を匹1捨五入して求め、解答にあたっては、o、わにそれぞ

れ当てはまる数字を解答欄にマークしなさ／・。・一口回・

A：初期過去勤務債務額の第5年度期末時点における未償却過去勤務債務残高を当初の残余償却期

　間で償却した場合の保険料

B：第5年度期末に新たに発生した後発過去勤務債務を第6年度期初から年1回期切払いで10年

　元利均等償却とした場合の保険料

〃 δ同

1 1．00000

2 1．96618

3 2．89969

4 3．80164

5 4．67308

6 5．51505

7 6．32855

8 7．工1454

9 7．87396

10 8．60769

（8）ある年金制度が発足するにあたり、次の保険料率を得たとする。なお、発足時に受給権者は存在

　せず、発足時の被保険者については過去勤務期間を通算して給付を行うものとする。

・閉鎖型総合保険料方式の保険料率

・到達年齢方式の標準保険料率

・加入年齢方式の標準保険料率

。p＝0．22

年＝0．1

万p；O．07

このとき、開放基金方式による責任準備金0㎜γに対する加入年齢方式による責任準備金亙17の比率

よは園．□□となる。（小数点以下第・位を四捨五入）

。、二、にそれぞれ当てはまる数字を解答欄にマークしなさい。
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（9）Trowbridgeモデルの年金制度における年1回期切払いの保険料をち、皿。wbridgeモデルと同

　じ給付を行い保険料の拠出が年1回期末払いの場合の保険料をろとする。また、howbridgeモテ

　ルの年金制度における給付に加え、定年前の脱退者に対し期末に1の一時金を支払う制度の年1回

　期切払いの保険料を鳥とする。いずれの制度も財政方式はすべて加入年齢方式とし、予定利率は共

　通でjとする。この場合、予定利率fをち、ろ、島を用いて表したとき、最も適切なものを選択肢

　の中から1つ選びなさい。

　　　　　1　　　　　　島　　　　　　島　　　　　1（A）　　　　　　　　＿1　　（B）　　　　　　　　＿1　（C）　　　　　　　　　（D）

　　丘。（ポち）　　五十屹．ち）　ム。屹．巧）　々。侮．ち）一

　　巧　　　　　　　　　ろ　　　　　　　　ろ　　　　　　　ろ
　　　　　1　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　1
（E）　　　　　　　　　1　（F）　　　　　　　　＿1　（G）

　　皇。ポ巧）　　阜｛一島）　　阜・は一ち）
　　ろ　　　　　　　ろ　　　　　　　巧
　　　　　1　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　1
（H）　　　　　　　　　　1　（1）　　　　　　　　　　（J）

　　阜・（ポろ）　阜今ポ巧）　々。屹．ろ）
　　巧　　　　　　　ろ　　　　　　ろ

（10）ある年金制度（加入年齢方式、保険料年1回期切払い、給付年1回期末払い）が、財政再計算

　と同時に制度変更を実施する。なお、制度変更実施前（財政再計算による基礎率変更後）の諸数値

　は以下のとおりである。

年金受給権者の給付現価　　　　　　　　　　　　　　　　　’　400百万円

在職中の被保険者の将来の加入期間に対応する給付現価　　　　．　860百万円

　　　　　　　　過去の加入期間に対応する給付現価　　　　．　640百万円

　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　1，500百万円
将来加入が見込まれる被保険者の給付現価　　　　　　　　　　　　700百万円

在職中の被保険者の給与現価　　　　　　　　　　　　　　　　16，ooo百万円

将来加入が見込まれる被保険者の給与現価　　　　　　　　　　14，000百万円

積立金残高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，000百万円

給与総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，200百万円

予定利率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，o％

10年確定年金現価率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8．44

．変更内容は、在職中の被保険者の給与を一律1．2倍とするもので、今後はこの給与を用いて保険料

や給付額を算定する。ただし、変更時点における既存の年金受給権者および在職中の被保険者の過

去の加入期間に対応する給付分には適用しない。また、この変更に伴う給与指数の見直しは実施し
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ない。

このとき、制度変更後の標準保険料および特別保険料（10年元利均等償却）の合計金額は、制度変

更実施前（財政再計算による基礎率変更後）の標準保険料および特別保険料（1o年元利均等償却）

の合計金額の□．口口惜（小鯨以下第・位を四捨五入し小凱点以下第・位まで求めな

さい。）となる。

なお、計算過程において制度変更前後の標準保険料率および特別保険料率は、小数点以下第5位を

四捨五入し小数点以下第4位まで求めた率を使用するものとする。

α、わ、C　にそれぞれ当てはまる数字を解答欄にマークしなさい。

（11）各年齢の被保険者数1工および給与総額3が定常状態にある年金制度において、計算基準日以降

　の脱退および昇給が予定基礎率どおり推移するとした場合に、その被保険者数および給与総額が計

　算基準日のものと同じになるように毎年の新規加入の被保険者数およびその加入時の給与を見込ん

　でいる。このとき、新規加入の被保険者1人あたりの加入時の給与を表す算式として正しいものを

　選択肢の中から！つ選びなさい。なお、この年金制度の被保険者総数をZ、給与指数をわ、新規加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工
　入の被保険者のカロ入年齢をx、定年年齢をxとする。
　　　　　　　　　　　　　　ε　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『

工。一1

　　　　Σ（わハ）

　　3　　炸工
（A）τ・、テみ一

　　　　Σ4・Σ㌧

工＝エ　　　　　エ＝工

∫一1　　五一1

　　　　Σ久’Σ㌧

（B）互x榊工㍉
　　z　・ド1
　　　　Σ（以）

■弍｛

工。一1

　　　　㌧’Σ㌔

　　3　　　炸工
（C）一x　　1
　　工　工・■1

　　　　Σ（以）
■＝工’

み一1

　　　　㌦’Σ1－

　　3　　　　壮工
（D）一。　　l
　　z　工・一1
　　　　Σ（帆）

工，兀。

北一1　　　　　　　　　　　　　　■一1

　　3　炸工（E）τ・芒、一

　　　　㌧’Σ久

Σ（久’ら）　　　Σ（久・ら）

（F）着い
　　Σ4・Σ㌧

北＝工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』＝！エ　　　　　エ＝■

工’1　　■一1　　　　　　　　　　　　　　　工一1

Σ㌧・Σ㌧　　　　㌧・Σ㌧

（G）加工・　炸工・　　　（H）　　壮■ε
　　五一1　　　　　　　　　　　　　　　　工一1

Σ（4’㌧）　　　Σ（久・㌧）

上＝■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工肥j

五一1　　　　　　　　　　工一1

㌧’Σ㌧　　　　Σ（4・ら）

（1）　■＝礼　　（J）同1
　　工一1　　　　　　　　　　　　　　　　　五一1

Σ（4・㌧）　　　㌧・Σ久

■＝北　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工＝工
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（12）ある年金制度は財政再計算時に財政方式を加入年齢方式から開放基金方式に見直すことを検討

　している。なお、財政再計算前後の諸数値の前提条件は以下のとおりとする。

項目 財政再計算前
財政再計算後

i給付改善なし）

∫ρ 年金受給権者の給付現価 10，000 10，040

∫島
在職中の被保険者の過去の加入期間に対

桙ｷる給付現価
9，500 9，600

∫鳥
在職中の被保険者の将来の加入期間に対

桙ｷる給付現価
6，300 6，840

∫ア
将来加入が見込まれる被保険者の給付現

ｿ
7，000 7，560

G。 在職中の被保険者の給与現価 70，000 78，000

0∫
将来加入が見込まれる被保険者の給与現

ｿ
70，000 72，000

F 積立金残高 20，000

〃 年金制度上の剰余金 1，200

次の（I）または（n）

@　のとおり

上表のとおり、年金制度上の剰余金があるため、財政再計算時に財政方式の変更に合わせ、次のよ

うな変更を検討の選択肢として考えている。

（I）年金制度上の剰余金は将来の給付改善に利用するための準備金として温存し、保険料率を設

　　足する。

（n）年金制度上の剰余金は将来の給付改善に利用するための準備金として温存しないで、財政再

　　計算時点で将来および現在の被保険者、年金受給権者全対象者の給付を一律α％改善する。

このとき、標準保険料率と特別保険料率（存在する場合）の合計率は（互）による変更の場合、再計算

前の保険料率の1o％増であったのに対し、（I）による変更では再計算前の保険料率の80％増になっ

たとすると、給付改善比率α％の数値（％単位で小数点以下第2位を四捨五入）はいくらか。

次の選択肢の中から最も適切なものを1つ選びなさい。

なお、財政再計算前は特別保険料の設定はなかったものとし、財政再計算後の特別保険料率は（I）、

（I）ともに償却年数の等しい元利均等償却方式によって算定するものとする。また、計算過程におい

て小数点以下の端数が生じた場合には、小数点以下第5位を四捨五入しノ」・数点以下第4位まで求め

た数値を使用して計算しなさい。

（A）　13．3　（B）　16，5　（C）　18．4　（D）　21．3　（E）　22．6

（F）26，7　（G）3I．5　（H）32．6　（1）34．8　（J）　いずれにも該当しない
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（13）定年退職者に最終給与比例制による年金を支払う制度において、基礎率の変動や給付設計の変

　更が与える影響について考える。財政方式として加入年齢方式を使用している場合、次の（A）～

　（E）のうち正しいものをすべてマークしなさい。なお、正しいものが1つもない場合は（F）を、マ

　ークしなさい。

（A）予定脱退率の変動状況として、若年齢層では上昇し、高年齢層では低下し、結果として標準保

　険料率算定に用いる加入年齢から定年年齢までの残存率が不変であった場合、標準保険料率は

　変動しない。

（B）給与指数の変動状況として、給与指数の傾きが若年齢層で上昇し、高年齢層で低下した。結果

　として標準保険料率算定に用いる加入年齢時の給与指数に対する定年年齢時の給与指数の比率

　が同じとなる場合、標準保険料率は変動しない。

（C）給与を一律2倍とし、支給率を一律。．5倍とした場合、給付額が変わらないことになるため、

　標準保険料率、責任準備金とも変動しない。

（D）現時点で被保険者が存在していない特定年齢以上の年齢層の予定脱退率が低下しても標準保

　険料率は変動しない。

（1三）給付内容を変更し、一定年齢以上の中途退職者（死亡退職以外）にも給付を行うこととしたが、

　当該一定年齢以上の年齢の予定脱退率がすべてOである場合、標準保険料率・責任準備金とも

　変動しない。
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平成20年12月25日
年金数理………10

（14）ある年金制度（加入年齢方式、保険料年1回期切払い、給付年1回期末払い）の〃＿1年度末、

　〃年度末の貸借対照表、n年度の損益計算書、〃年度の利源分析表は以下のとおりである。このと

き。年度の運用利醐は、□囚・となる。

o、わにそれぞれ当てはまる数字を解答欄にマークしなさい。

なお、〃年度は利差損益以外の差損益は発生しなかったとし、下表のα～ζの値は正の値とする。

（小数点以下第2位を四捨五入レ」・数点以下第1位まで求めよ。）

η＿1年度末貸借対照表

積立金

不足金

5．300

3，000

8，300

責任準備金 8，300

8，300

〃年度末貸借対照表

積立金

不足金

α

β

責任準備金 8，622

　　8，622

η年度の損益計算書

8，622

給付金

不足金減少額

〃年度末責任準備金

1．050

　996
8，622

10，668

標準保険料収入

特別保険料収入

運用収益

卜1年度末責任準備金

1，000

　γ
　δ
8，300

〃年度の利源分析表

利差損益 ε

特別保険料収入 γ

特別保険料収入にかかる予定利息 32

前年度不足金にかかる予定利息 △ζ

不足金減少額 996

10，668
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平成20年12月25日
年金数理………11

問題2．下記の制度内容に基づく年金制度を考える。このとき、次の（1）～（3）の各問に答えなさ

　い。なお、解答にあたっては問題文に記載の諸数値を用いて求め、o～ゐにそれぞれ当てはまる数

　字を解答欄にマークしなさい。（14点）

○制度内容

加入時期 年1回期初加入

給付内容 加入期問15年以上で脱退した場合、「加入期問1年につき10

千円」の年金額を、脱退時から年1回期切払いの10年確定年

金として支給する。

脱退時期 年1回期初脱退（死亡による脱退は発生しない）

定年退職は定年到達時の期初に脱退

保険料の拠出時期 年1回期初拠出（期初脱退者の拠出はなし、定年退職時の拠出

もなし）

定年年齢 60歳

財政方式 加入年齢方式（特定年齢30歳）

この制度の予定利率（j）は年3％とし、脱退残存表は以下のとおりである。

年齢 生存者数（z）　　　　　工 脱退者数（6）　　　　　工

30歳～39歳 100，000 O

40歳 70，000 30，000

41歳～49歳 70，000 0

50歳 60，000 10，000

51歳～59歳 60，000 0

60歳（定年） 0 60，000

予定利率（i）：3％の諸数値は以下のとおりである。ここで、＝二Lとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1＋j

ソ5＝0．86261

δ＿＝4．7171051

ソlo＝O．74409

6＿＝＝8．78611
101

y15＝0．64186　　　　γ20＝0．55368 ソ30＝0．41199

（1） 上記の制度内容に基づく・人あたりの標準保険料（㌦）は・回四千円で弧

なお、解答にあたっては百の位を四捨五入して千円単位としなさい。

（2） 今、この制度に加入している被保険者および年金受給権者の状況が以下のとおりであるとき、

制度全体の責任準備金は・回目口百万円である。

一g0一



平成20年12月25日
年金数理………12

なお、解答にあたっては（1）で求めた1人あたりの標準保険料を使用し、十万の位を四捨五入

し百万円単位としなさい。

・ちょうど30歳で期初に加入し、現在、年齢が45歳の被保険者：100名

・ちょうど30歳で期初に加入し、現在、年齢が55歳の被保険者：200名

・年金受給権者は存在しない。

（3）　上記の制度内容を一部見直し、年金額を一律30％増加する代わりに、年金受給資格を「加入期

　　間15年以上」から「加入期間20年以上」に引き上げることとした。この場合に発生する後発過

去勤務債務は・囚［1］□百万円で弧

なお、この制度に加入している被保険者および年金受給権者の状況は上記（2）と同様とする。

解答にあたっては十万の位を四捨五入し百万円単位としなさい。（計算過程で制度変更後の1人あ

たりの標準保険料、制度全体の責任準備金を算出する場合、1人あたりの標準保険料は百の位を四

捨五入して千円単位、制度全体の責任準備金は十万の位を四捨五入し百万円単位としなさし）。）
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平成20年12月25日
年金数理…・・…・13

間題3．定常状態にある年金制度について考察を行う。

＜制度内容＞

項目 内容

加入時期 年1回期初加入

r脱退時までの毎期初の給与のα倍（ただし、α＞O：定数）に、脱退時までは年利

給付内容

率ブ1・脱退時以後支給開始年齢までは年利率ノつで複利で付利した額の合計額」を原資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

として、年金支給開始年齢以後は終身年金（終身年金額は年金原資を年利率ブ3の期初

払い〃年確定年金として支給する場合の年金額と同額とする）を支給するものとする。

昇給時期 年1回期初昇給

脱退時期
年1回期末脱退、定年退職は定年年齢到達時に脱退。

なお、在職中（加入中）の死亡者は発生しないものとする。

拠出時期 年1回期初拠出（昇給後の給与×保険料率）

財政方式 加入年齢方式（新規加入年齢x歳）　　　　　　　　　　　　　θ

ここで、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　1
x、：新規加入年齢、　x、：定年年齢（年金支給開始年齢）、　1：予定利率（また、v＝一とする）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1＋j

わ工：給与指数（定年時の給与指数は㌦；㌦．、とする）・石工：被保険者π歳の1人あたり給与

年年利率ブ・の期切払いη年確定年金現価率と定義帆

　なお、当問題においては、年齢x、歳未満の死亡は一切考慮しないこととし、計算基数（D工、C工等）

は、年齢λ、歳未満は生存脱退のみを考慮したもの、年齢x、歳以降は死亡のみを考慮したものとする

こと。また、解答にあたり、既存の被保険者は新規加入年齢（x。歳）にて加入したものとし、昇給、

脱退はすべて予定どおり行われるものとすること。

　次の①～⑯の空欄に当てはまる最も適切なものをそれぞれ1つずつ選びなさい。なお、①～⑧につ

いては算式群Iから、⑨～⑮については算式群nから、⑯については語群からそれぞれ選びなさい。

なお、解答にあたり同じ記号を算式群から重複して選んでも良い。（16点）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年12月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年金数理………14

（1）　x、歳で加入したx歳の被保険者がy（x≦y≦x、）歳時点で制度から脱退すると仮定する。当該被保

　険者がy歳末の時点において、獲得していると予想される年金給付のための原資相当額は

α（［亘］）（［亘］）と表すことができる。当該（［重］）の算式（ツの関数）を・（γ）1と定

義する。

x歳の被保険者1人あたりの給付現価を∫、、給与現価をG五とすると、上記F（γ）｛1の定義を利用して、

い［1）「Σ舳・（［頭）・・（団・（［目）1・（［コ）

　　　　　　　五一1ら一（［憂］）・Σ（［重コ）と表すこと11徹

　　　　　　　γ甜

よって、当該年金制度の標準保険料率五Pは

　　五一1　　　ΣF（γ）二1（［亘］）寺F（匝］）二1・（［亙］）

亙・一以 @　作、、　　　　・（［至］）と楓
　　　　　　　　　Σ（［憂］）

　　　　　　　　　ツ割’

算式群I（①～⑧用）

（A）・。（B）・、一1（C）・、（D）D工（E）へ（F）M工（G）へ（H）M五一へ

　　　　　　　α　　　M　　　　　M　　　αw工　　B（1）α∂一，．　（J）一（K）α二土　（L）α∂’一、二土　（M）一・ユ（N）二五

　　　司　㍉　　へ　　司へ　　㍉ヘ　　ヘ

　　わ　　　3　　　わD　　　D　　　わ　　　　　　　ツ（O） I（P）広（Q）友兀（R）ず（S）オ（T）わ・Dツ（u）≧・（五十工）州

　　ツ　　　　　　　　　　　　　　　ツ
（V）Σわ！（・十〃■’（W）Σわ。（1り、）ツー’（X）（γ（1＋ブ・）戸．γ・Cツ（Y）（γ（・十ブ・）戸ナ’・C、

　　’一工　　　　　　　　　　　　　　　　　’＝工

（・） i、1ムト
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（2）ここで、仮にトノ1＝ブ2であったとすると、G、は上記（1）の算式のままであるが、

叉一（［目）1三・（1）1・（［目・・（回1・（［目）ト［目）

　　工。一1
　　　ΣF（y）∵（［亙］）十F（［憂］）∵（［二重二］）

亙・一同 @　へ．1　　　　・（［重コ）となる。
　　　　　　　　　　Σ（［重コ）

　　　　　　　　　　ツ＝よ匡

（［憂］）一ソ州・（［亜］）に着目し、帆・・（・）㌧をそれぞれ展開し整理すると、

∫五一（［亙］）・［（［壷］）・1工・（［亙］）1・（［互］）

年一み早口）・（＝）1変形するこ1がで純

　　　Σ（［重コ）

　　片工。

ここで、x歳の被保険者1人あたりの責任準備金をKとすれば、

K＝∫工一印。、

　　（［重］）・（［互コ）

　　　　■一1
　　　　Σ（［重コ）

　　　　ツ球’

　　　・／Σ（＝1［（区1／／・（□）トΣ（□1（コ）

一（［重］）（［亙コ）・（［亙］）

一（［互］）（［亙コ）・（［亙］）

これより、κは ことがわかる。
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算式群I（⑨～⑮用）

（A）1、一1ツ十、（B）DアーDツ、、（C）MツーMγ、1（D）δ、一ら、、（E）1、（F）Dγ

（G）C　（H）M
　　　γ　　　　　　　　y

　　工。一1　　　　　　　　　五　　　　　　　　　　工r－1

（1）Σわ〆（・）Σわ〆（K）Σわ〆
　　f，工‘　　　　　　　　　　f，工　　　　　　　　　　　’＝五

　　　　　　　　　■一1　　　　　　　　　　　工

　　■一1　　　　　　　　　兀一1

（L）Σ卵丘（M）Σわ／・4
　　’＝工十1　　　　　　　　’＝■‘

　　　■一1
　　　　　　　　　　斗．、　　　　　Σわ！　　　Σわ！　　　Σ卵’

（N） ｰれ（O）Σ帆（P）㌣（Q）㌣（R）、

　　五一1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工一1　　　　　　　　　　　五一1　　　　　　　　　　　　五一1　　　　　　　　　　　五一1

（S）Σわρ’（T）Σわρ。（u）Σわρ。（V）Σわρ‘（W）Σわρ丘（X）Σわ。（・十ゴ）H

　　’＝工　　　　　　　　　　f＝工　　　　　　　　　　’＝工　　　　　　　　　　’，工　　　　　　　　　　’一工十1　　　　　　　　　’一工ε

工。一1

（Y）Σわ。（1＋f）H（Z）Σわ。（・十f）川

f＝■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’＝工

語群（⑯用）

（A）新規加入年齢xに依存しない
　　　　　　　　　ε
（B）定年年齢λに依存しない
　　　　　　　『
（C）予定利靭に依存しない

（D）利率ブ3に依存しない

（E）給与指数わに依存しない
　　　　　　　工
（F）x歳の被保険者1人あたりの給与βに依存しない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
（G）定年より前の’工（λ≦x、一1）に依存しない

（H）定年以後のZ工（x≧x、）に依存しない

（1）選択肢（A）～（H）のいずれの特徴も有していない

以上
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年金数理 （解答例）

問題1．

　　　　　　1　つ
（1）2。。＝一・20一一15・20＋265＝65

　　　　　　4

τ。。一 泣G・伽

一広（÷12一・・糾…）・出∬…伽∬（…一・・）・伽

　　　　　　　　　　　　　　30廿一｛・2・・…1、。・［・・か1…一・2草

＝1283，333・・

e20＝r20÷ら。昌五9．74…解答（A）

（2）、ρ、＝1一，9工＝

　　　　　　　π一1

（〃一f）（1半j）’

（肋入1rΣ（・一。）’〆仏

　　　　　π一1　　　　（n－C）（1＋け
　　　　＝Σ（・一。）’ジ　”

　　　　一三（nデL婁（・一・c・÷）

　　　　、、・．。、・（卜1）、王・（卜・）（・η一1）

　　　　　　　　　　2　　η

　　　　　（・・1）（2・・1）

　　　　　　　　6

題意より、（η・・）（・η・1），。。

　　　　　　　　　6

nは正の整数より、2〃十25＞0

6

（2・・25）（ト11）一0

．〃311…　解答（C）
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（3）年金年額を1とすると、変更前年金原資は

　　　　　5　　　1＿
　　M60一一D60＋一M60
　　　　　8　　6　　－1689667である。
　　　　　D。。

　　変更後の終身部分の年金年額をκとすると、

　　　　　　　5　　　1＿
　　　　　M。。一一D。。÷一M。。

　　。讐）十　8　6　×。。1689667
　　151　　　　D
　　　　　　　　　60

11叶中吋・・…小一・…1・・で11か！・

　　　　　5　　　1＿
　　M。。一一D。。十一〃。。

、豊）十　8　6　×ザ12．07148．5．4111。：16．89667
’51　　　D。。

x＝O．8917…　解答（G）

（4）o畏＝（αη一㌦、）十（αツ、一〇工、、）十（㌧一㌦、）および

　　α呈一α、一（・η・α班一㌦、）・αツー（α、王・αボ・η王）・α、一（・一・αツ、一・η、）により・

　　5・000・α明・4・000・α畏・3・000・・呈

　　一（5・000－4・OOO・3・3・000・3）・αη、・（4・000－3，000・2）・（・η・・。王・α互）

　　・3，000・（・工・α。・・、）

　　目2・000αη、一2・000（・工γ・・、、・α巫）・3・000（α工・αツ・・、）

　　となるから、①：（B）、②：（G）、③：（C）
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（5）①正しい。

　　②誤り。正しくは、∫∫一

　　③誤り。正しくは、∫高昌

　　④誤り。正しくは、鴫＝

　　⑤誤り。正しくは、∫ρ＿

　　…　解答　（B）

ゾ”C
a

σC＿ツルC

　　a

ゾ「C＿σC

　a
pC＿ソ・「C

a

（6）被保険者番号ηの単位積立方式の責任準備金σ j、）は、以下の算式となる。

　　（一時金受給資格者）

　　　　　　卜x　D　　　σK掘）＝　　ε．＿土．B（一時金給付額）

　　　　　　x－x　D　　　　　　『　　　　　e　　　　　よ

　　（年金受給資格者）

　　　　　　x＿x　D
　　　σ㌦）一、．＝ナB（年金給付額）伽
　　　　　　r　　　　　ε　　　　　工

　　・・一60・Dぺ5・936・如一8・97087

被保

ｯ者
mO

基準日

N齢
iκ）

加入時

N齢
ix、）

定年時

ﾁ入

N数

D
工

受給

相i

受給額

i8）

責任準備金

iσ j））

1 55 48 12 7，613 年金 240，000 979，266

2 57 51 9 6，892 一時金 900，000 516，773

3 59 45 15 6，239 年金 300，000 2，389，855

合計　　　3，885，894円

　　　　…　　解答（D）
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（7）初期過去勤務債務額をP∫Zoとすると、

　　第5年度期末時点における未償却過去勤務債務残高・戸∫ム。．、．①

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　δ、　5■
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m1

　　第5年度期末に新たに発生した後発過去勤務債務　　　　：x．P∫L。　…②

　　したがって、第5年度期末時点で償却対象となる未償却過去勤務債務残高は①十②

　　＿方、保険料A一肌・，保険料B一・・脳・なので、

　　　　　　　　　　　δ＿　　　　　　　　　∂一
　　　　　　　　　　　101　　　　　　　　101

　　P∫zo
　　　　　’∂5■…肌・
　　　∂珂　　．　　肌。・・肌。
　　　　　　　　　　　一　　　　　十
　　　　　　6一　　　　　　　　∂一　　　　∂一一
　　　　　　　71　　　　　101　　101

　　を満たすκを求めればよい。

　　よって、

　　δ司…δ而■一（1・・）・δ1■

　　あ一一あ一
、昌　・1　51，6・32855－4・67308．07263目73％…　　解答

。＝7、わ＝3
∂一一　＿∂一　　8．60769＿6．32855
101　71

（8）閉鎖型総合保険料方式、到達年齢方式の年金制度発足時の保険料率の関係式より、

　　∫ρ十y＝O，22ぴ①

　　∫烏＝01G血②
　　なお、問題文の条件より、∫ρ＝Oかつ∫忌≠Oである。

したがって、
　　　　　　0㎜γ

…　解答　α＝1

亙γ　　。∫戸十y＿互p・G。

　∫ρ十∫島

わ；2，c＝5

①＿0．07G日
　　　　　　；1．25
　①一②
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（9）新規加入の被保険者の加入年齢をx、、定年年齢をx、とすると、

　　　　D・δ
　　ろ一ユキ、み

　　　　ΣD五

　　　　工，x！

　　　D・6　　　　エ　　　　エ　　ろ’、．1『
　　　　ΣD工。・

　　　　よ弍ε
　　　　上。一1
　　　　ΣC。キD斗’6作

　　　工＝五　　島■｛、．、

　　　　　ΣDκ
　　　　　上一■‘
　　である。

　　　　　　　　　　　　　　　1　　また、D工、1＝γD、＿C工である。（γ＝一）

　　　　　　　　　　　　　　1＋f
　　これより、

　　　　　　　　　　D・δ　　　　　　　　　　　よ。　　工。
　　　　　　　　　　　尤’1
　　　　　へ・㌔．～へ．巧
　　巧一五一1　兀．1　　　工．1
　　　・Σ久一Σら　　　Σら　γ一島一巧

五’工E　　　　工，工’　　　　　　　　工1五官

　　　　　　v　　　　　　　エド1
　　　　　　　ΣDエ
　　　　　　　エ域‘

、一且。屹．ち）

　ろ

j＝
1

与。侮．ち）

ろ

1…　　解答（A）

　　　　　　　　　　　　　700（10）制度変更前の標準保険料率’　　　＝0050
　　　　　　　　　　　　14，OOO

　　制度変更前の標準保険料＝0，050x1，200＝60百万円

　　制度変更前のP　S　L－400＋640＋860＿O．050x16，000＿1，000＝1OO
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　　　　　　　　　　　　　　　100　　．
制度変更前の特別保険料率＝　　　　　　二0．0099
　　　　　　　　　　　　　1，200x8．44

制度変更前の特別保険料＝0．0099x1，200；11．88百万円

よって、制度変更前の合計保険料＝60＋11．88＝71．88百万円…　　（ア）

　　　　　　　　　　　　　　700x1．2
制度変更後の標準保険料率＝　　　　　　30050
　　　　　　　　　　　　　14，OOO　x1．2

制度変更後の標準保険料＝0，050x1，200x1．2＝72百万円

制度変更後のP　S　L

：400＋640＋860x1．2－O．050x16，000x1．2－1，000＝112

　　　　　　　　　　　　　　　　五12
制度変更後の特別保険料率一　　　　　　　　＝0．0092
　　　　　　　　　　　　　1，200x1．2x8．44

制度変更後の特別保険料＝0．0092x1，200x1．2＝13，248百万円

よって、制度変更後の合計保険料＝72＋13，248＝85，248百万円…　　（イ）

　　　　　　　　　　　　　　　　85，248
したがって、（ア）式および（イ）式より、　　　昌11859…　解答α＝1、わ＝1，c呂9
　　　　　　　　　　　　　　　　　71．88

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B（11）教科書P167の（2・49）式に被保険者の平均給与一を代入したものが求める解で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工

　　ある。

　　…　解答（D）

（五2）まず、財政再計算前の加入年齢方式の保険料率を求めると、

　　∫∫　7，000
　　　　＿　　　　＿01
　　G∫70，000

　　これより、（I）の保険料率は。．1×1．1＝0．11、（皿）の保険料率は。．1×1．8＝O、エ8であ

　　ったことがわかる。

　・（I）の場合

　　開放基金方式の責任準備金は0州γ＝∫P＋∫三∫＝10，040寺9，600＝19，640であり・剰

　　余金を準備金設定した場合の積立金の額F＿M＝20，OOO＿1，200＝18，800を上回る

　　ため、特別保険料の設定が必要となる。
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このときの標準保険料率、特別保険料率を0㎜P（n）1，0州戸（ρ∫Z）、とすると、それぞれ

　　　　　”十∫∫　6，840＋7，560
0㎜吹i・）、一月　一　　　一〇．096　　　　　　　1
　　　　　σ十G∫78，000＋72，000

・州 E（ρ∫1）、一∫ρ十∫島・（F．M）』040＋λ600一（2α000－L200）．坐カ

　　　　　　　　　　3δ一　　　　　　　　　　　　　　3ク＿　　　　　　　　　　Bδ＿
　　　　　　　　　　　掘1　　　　　　　　　　　　・1　　　　　　　　・1

①十②＝O．11より　肋一＝60．000　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
　　　　　　　　　　　・1

・（I）の場合

同様に、標準保険料率、特別保険料率を0WP（n）、、0州P（ρ∫2）、とすると、それぞれ

榊上｝し叫・舌）

　　　　　　　1・土・←1・∫三、）一・1λ6・0・1・土一・qOOO

・州E（ρ∫1）、一100　　　　　100　　一一一⑤
　　　　　　　　　　　Bク＿　　　　　　　　　　　Bδ＿
　　　　　　　　　　　　　・1　　　　　　　　　　　　月1

③式の結果および④十⑤＝o．18より、

（・・…糊（・・舌）一α…1鵠

．α＝21．2598…　…　　　解答（D）21．3

（13）　（A）×　（B）×　（C）×　（D）×　（E）○

　（A）加入年齢における給付現価は変わらないものの給与現価が減少するため、標準保険

　　　料率は上昇する。

　（B）加入年齢における給付現価は変わらないものの給与現価が増加するため、標準保険

　　　料率は低下する。

　（C）給付現価は変わらないものの、給与現価が2倍となるため、標準保険料率はO．5

　　　倍となる。なお、責任準備金は変わらない。

　（D）特定年齢以上の脱退率が低下すると、標準保険料率は変動する。
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（14）求める運用利回りをr％とし、予定利率をf％とおく。

　まず、〃年度は利差損益以外の差損益は発生しなかったことから、

　　η年度末責任準備金二

　　　（〃一1年度末責任準備金十標準保険料収入）×（1＋j）　一　給付金

　　＆622一（8，300・1，000）・（1・1）一1，050　∴j－4．O％

　したがって、特別保険料収入にかかる予定利息32より、

　　特別保険料収入＝32÷4．o％二800

　　一方、〃年度末不足金：n＿1年度末不足金一不足金減少額より、

　　　〃年度末不足金＝3，000－996二2，004

　よって、〃年度末貸借対照表から、

　　n年度末積立金＝8，622－2，o04＝6，618

　したがって、

　　n年度末積立金＝

　　　（n－1年度末積立金十標準保険料収入十特別保険料収入）x（1打）　一　給付金

　より、

　　6，618目（5，300・1，OOO・800）・（1・・）一1，050　∴・一8．0％

　よって、

　　　解答　α＝8、わ＝0

間題2．

（1）　1人あたりの標準保険料（耳。）は題意より、

㌦一
ﾁ駕一（O㍗㍑三；；；lO00）勺・肺・千1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　101

解答　o＝4、わ＝6

一103一



（2）制度全体の責任準備金（γ）は題意より、

　1／；総給付現価＿P。総人数現価
　　　　　　　　　　〃。

一・…（蝋・・・・・・・…；鵠・戸・・・・…）・勺・・…ぴ・・・・…）・勺

　　　　　　　　　60，000　。
弍x｛100x（ol＋。q。。。×ソxo珂）十200xol｝

＝621，407，922－46，OOO　x2064．75740

＝621，407，922＿94，978，840

＝526，429，082円＝526百万円

解答　c＝5，a＝2，e＝6

（3）年金受給資格を「加入期間15年以上」から「加入期間20年以上」に引き上げても、

　　・この制度の特定年齢および現在加入している被保険者の加入年齢が30歳

　　・かつ、加入期間15年から19年までの脱退率、すなわち45歳から49歳までの脱

　　　退率がゼロ

　　上記2点により、年金受給資格引き上げの影響は給付現価に反映しない。

　　したがって、当該変更に伴う後発過去勤務債務は一律30％の年傘額増にかかる分の

　　みである。年金額が一律30％増となるので、1人あたりの標準保険料及び総給付現

　　価も一一律30％増加する。

　　制度変更後の一人あたりの標準保険料を孔とすると、

　　　耳、＝耳、x1．3宮45，995x1．3宮59，794＝60千円

　　また、制度変更後の制度全体の責任準備金ジは（2）より、

　　　γ’＝制度変更前の総給付現価。1．3＿耳、x総人数現価

　　　＝621，407，922x1．3＿60，000x2064．75740

　　　昌683，944，855円＝684百万円

　　したがって、後発過去勤務債務は、

　　　σ＝1／㌧γ＝684百万円＿526百万円＝158百万円

解答　ア＝1，8＝5、ゐ＝8
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問題3．

　　解答

　　　3@（N）ユ
　　　｝A（u）Σわ’（・十ブ・）γ■f＋’ 　　　3B（P）　五

わ工

’，㌔
わ工D工

④（Y）（γ（1＋ブ、）戸サ1・C、 ⑤（B）x－1　　　『 ⑥（E）D　　　　み

　　　αM工⑦（M）一・一⊥

が一Di　巧

⑧（T）わD　　　γ　γ ⑨（G）C　　　y

■

⑪（・）Σわノ
■。一1

⑩（A）1ツー1ツ、、

’一工。

⑫（W）Σわρ。
トエ十1

工。一1 工一1 工一1

⑬（・）Σわρ’ ⑭（M）Σわ〆・7工 ⑮（X）Σわ’（・十j）川

’三■。 ！，工。 ’＝■。

⑯（G）定年より前のJ、（x≦兀、＿1）に依存しない

（補足解説）

●②の導出

　　x、歳で加入したκ歳の被保険者のx一五歳時点までに獲得した年金原資をF（y）王工．、・

　　x。歳で加入したx歳の被保険者のx歳時点以降に獲得した年金原資をF（y）三Lと定

　　義すると、

　　　　　　　　3　正一1　　　　　　　　　B　工’1
札1一α’ ｷ’～わ’（1・llジ’’（’・ll）へα’す’Σわ’（1・ll）州

　　　　　　　　3　　yF（・レαす’Σ々（1斗1・）γイー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B　　アしたがって・F（・）オー札1・F（1）三L一αす’≧わ’（1・1・γイー

●⑪、⑫の導出

　（2）の1行目の∫工の［　］内の算式、 ［三惧・・（・一・叫こ一！て・
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・ツーγ州・⑫、一1、一）を利用して展開する。

よ一1

ΣF（λ・Cツ十F㌧一・兄・Dみ

ツ出■

一対価ザ・γ叫、一1ハ、）・洲・・ザ・〆・㌧

y一エト■’　　　　　　　　　　　　　　　　　’，工‘

一カゲ⑫、一1片1）・残へ

y，五「，工‘　　　　　　　　　　トエ’

　工　　　　　　　　　　五
一Σ卯丘・z。一Σわ〆・’工。1

’＝■　　　　　’，工。

　　　　■十1　　　　　　　五十1
　　　　＋Σわ〆・ZエペΣわ〆・’五。・

　　　　’，工’　　　　　　’＝■！

五一1　　　　　　　■一1

＋Σ卯‘・Z斗一ドΣ卯f・Z巧

一，工　　　　　　　　　’’五

工。一1

＋Σ卵㌧J、

’＝工。

　　五一Σわ八・わ工。、〆十’1、。、・わ工。。〆十21工、。・

　’＝工。

　　工　　　　　巧一I
　一Σわ〆・z五十Σわρ。

　’，工　　　　　　　　’自工十1

●⑬の導出

⑪、⑫の導出同様、（2）の3行目の百Pの分子の算式、

十わ　1戸■lz
　■一1　　　五一1

［Σ帆・吋一・叫一／叶へ一㌧）1利用！て展1す

る。
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　斗一1
　ΣF（ツ）㌧・Cツ牛Fし、一レD衿

　ツ！■。

　　工r－1　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五一1
　一ΣΣわ止（・÷f）γ刈・γ州一⑫、4、一）十Σわ、（・十中→・戸・㌧

　　ツ，エノ，工‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　f就‘

　上式は上記⑪、⑫の導出に用いた∫工の［］内の算式の第1項の和の始点がx。歳にな

　ったのみである。したがって、

　み一1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　工r－i　　　　　　　　工’一1

　ΣF（八・Cツ十Fしド仏・D耳一Σわ。ソ’・Z、　十Σ4D。　一Σわρ’

　ツ叫　　　　　　　　　　　　　　　　’叫　　　　炸工。　’3工十1　　炸工、　f＝工・

●⑭、⑮の導出

　（2）の㌧の算式変形は以下のとおり。

　　B工　αへ

㌦十／払［ジ・刺一Σ㌔へ・剛

　　　γ一■‘

　添字整理y→fを行い整理すると、

　　3工　αヘ
ベD激^ペ妻ル／三川・か一仏）

　　　　　f　　’
　　　　’工

一念希青・／ミ州刈

　　8　　α　M　北一1

＝杭可す三れ

　D＝〆・’より
　工　　　　　　　　　■

　　3　α　M　工一工
　一すI7丁’ナ’Σわf（1＋j）川

　　五　司　工・f，㌔

一107一



上式はそれぞれ・…いδ、（禾1』率ブ・に対応）・わゴB八（定年以後の2∫（凶）

に対応）を算式中に含んでいるが、定年より前のZ、（x≦x、＿1）に関連する算式は含

んでいないことがわかる。

以上
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